
1 契 約 年 月 日

2 契 約 業 者 名

3 契 約 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

11 入 札 金 額 円 円

12 随 契 理 由

障壁画修理

随意契約調書

令和　７年　５月２３日

株式会社　岡墨光堂

京都市中京区富小路通三条上ル福長町１１３・１１５・１１７・１
１８番合地

29,315,660
－ ％

京都御所清涼殿障壁画保存工事

京都市上京区京都御苑（京都御所内）

内装仕上工事

令和　７年　５月２４日

令和　８年　３月２７日

26,650,600

　本件は、京都御所清涼殿に現存する障壁画の保存修理及び復元模写を
前提とした調査を行うものである。
　京都御所清涼殿の障壁画は、寛政及び安政年間に著名な画家によって
描かれた文化財的価値の非常に高いものである。
　これらの障壁画は、建築物の形質上、直接外気にさらされたまま保
存・展示され、最も古いもので２３０年を超過していることに加え、脆
弱な素材である絹を基底材としていることから、劣化が著しい状態であ
る。
　本工事を行うにあたっては、文化財的価値の非常に高い障壁画等の豊
富な修理実績を有し、美術的な要素を兼ね備えた高度な修復技術かつ日
本絵画の模写技術を保有していることが必要とされる。
　上記を踏まえ、本工事については、応募要件を満たし、本工事の実施
を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請す
る公募を実施した。応募要件を満たすと認められる者がいない場合に
あっては、重要文化財や国宝の修理及び模写を行った実績を有する株式
会社 岡墨光堂を契約の相手方とする契約手続を行うことを予定してい
た。
　公募の結果、参加意思確認書の提出者がいなかったため、株式会社 岡
墨光堂が本工事を遂行できる唯一の機関であると確認された。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき、同社と随意契約を締結することとしたい。

（税込み） （税抜き）

非公表 非公表



1 契 約 年 月 日

2 契 約 業 者 名

3 契 約 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

11 入 札 金 額 円 円

12 随 契 理 由

％
8,855,000 8,050,000

　本件は、京都御所・修学院離宮に現存する障壁画の修理を行うもので
ある。
　中でも、京都御所の障壁画は、安政度造営時（一部寛政度造営時のも
の残存）に著名な画家によって描かれた美術史学の上でも貴重視される
価値の高いものであるが、造営から１７０年が経過し、西日による乾
燥、経年による膠の弱化、あるいは虫害等の影響を受け、破れ・亀裂・
剥落・浮き等の損傷が著しく、放置できない状況となってきたため、損
傷の激しいものから順次修理を実施している。
　文化財的価値の非常に高い障壁画の修理は、慎重かつ入念に行う必要
があり、経験豊富な実績と高度な修復技術を持った技術者を確実に配置
できることが必要とされる。
　上記を踏まえ、本工事について、応募要件を満たし、本工事の実施を
希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する
公募を実施した。応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっ
ては、豊富な実績を有し、着実な成果を収めている株式会社松村泰山堂
を契約の相手方とする契約手続を行うことを予定していた。
　公募の結果、参加意思確認書の提出者がいなかったため、株式会社松
村泰山堂が本工事を遂行できる唯一の機関であると確認された。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき、同社と随意契約を締結することとしたい。

（税込み） （税抜き）

非公表 非公表
－

障壁画修理

令和　７年　７月１０日

令和　８年　３月２７日

京都御所ほか障壁画修理工事

京都市上京区京都御苑（京都御所内）ほか

内装仕上工事

随意契約調書

令和　７年　７月　９日

株式会社　松村泰山堂

京都市北区小山西大野町５１番地３



1 契 約 年 月 日

2 契 約 業 者 名

3 契 約 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

11 入 札 金 額 円 円

12 随 契 理 由

％
3,025,000 2,750,000

　本工事は、正倉院西宝庫用として既に運用している空調設備のフィル
ター更新を行うもので、本工事の施工にあたっては、同設備の自動制御
装置の調整が必要であるため、同設備のシステム内容や詳細な内部構造
を熟知している必要がある。
　上記を踏まえ、本工事については、応募要件を満たし、本工事の施工
を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請す
る公募を実施した。応募要件を満たすと認められる者がいない場合に
あっては、同設備を導入した第一工業（株）大阪支店を契約の相手方と
する契約手続を行うことを予定していた。
　公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいなかったため、第
一工業（株）大阪支店が本工事を遂行できる唯一の機関であると確認さ
れた。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に基づき、同社と随意契約を締結することとし
たい。

（税込み） （税抜き）

非公表 非公表
－

空調設備整備

令和　７年　７月　１６日

令和　７年　９月　９日

正倉院西宝庫空調設備フィルター更新工事

奈良市雑司町（正倉院内）

管工事

随意契約調書

令和　７年　７月１５日

第一工業株式会社　大阪支店

大阪市淀川区西宮原二丁目１番３号



1 契 約 年 月 日

2 契 約 業 者 名

3 契 約 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

10 予 定 価 格 円 円

11 入 札 金 額 円 円

12 随 契 理 由

大阪市淀川区西宮原二丁目１番３号

随意契約調書

令和　７年１２月１１日

第一工業株式会社　大阪支店

正倉院東宝庫ほか空調設備整備工事

奈良県奈良市雑司町（正倉院内）

管工事

空調設備整備

令和　７年１２月１２日

令和　８年　３月１９日

（税込み） （税抜き）

16,852,000 15,320,000
％

16,830,000 15,300,000

　本工事は、正倉院東宝庫用として既に運用している空調設備のリモー
トユニット更新、静電気集塵フィルターから中性能フィルターへの更新
及び正倉院事務所棟の蒸気加湿器の修繕を行うもので、本工事の施工に
あたっては、同設備の自動制御装置の調整が必要であるため、同設備の
システム内容や詳細な内部構造を熟知している必要がある。
　上記を踏まえ、本工事については、応募要件を満たし、本工事の施工
を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請す
る公募を実施した。応募要件を満たすと認められる者がいない場合に
あっては、同設備を導入した第一工業（株）大阪支店を契約の相手方と
する契約手続を行うことを予定していた。
　公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいなかったため、第
一工業（株）大阪支店が本工事を遂行できる唯一の機関であると確認さ
れた。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に基づき、同社と随意契約を締結することとし
たい。

99.87
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